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◆河川整備計画の基本的な考え方 
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計画の主旨 [整備計画策定：平成24年11月] 

 本計画は、河川法の三つの目的が総合的に達成できるよう、河
川法第16条に基づき、平成18年11月に策定された「北上川水系
河川整備基本方針」（平成24年11月変更）に沿って、河川法第
16条の二に基づき、河川整備計画の目標及び実施する河川工事
の目的、種類、場所等の具体的事項等を示す法定計画を定めた
ものです。 

【河川法の三つの目的】 

  1）災害の発生の防止又は軽減 

  2）河川の適正な利用と流水の正常な機能の維持 

  3）河川環境の整備と保全 

計画の対象区間 

 本計画の対象区間は、国土交通省の管理区間（国管理区間）
である429.24km（北上川、旧北上川、江合川、新江合川、砂鉄
川、磐井川、猿ヶ石川、中津川、雫石川、その他支川を含む）
を対象とします。 

計画の対象期間 

 本整備計画の対象期間は、概ね30年間とします。 
※策定後の状況変化や新たな知見、技術の進捗などにより、必要に応じて
適宜見計画の直しを行います。 

＜北上川流域図・対象区間＞ 



河川整備計画の目標 

・河川環境の整備と保全 
 流域の自然的・社会的状況の変化や地域住民・沿川住民の要望などを
踏まえ、環境管理計画の項目・内容の追加、変更、見直し等のフォロー
アップを行い、河川空間の整備・管理を適切に実施します。 
 また、河川水辺の国勢調査など各種環境情報データの蓄積に努め、具
体的な環境管理目標設定のための環境指標の検討を行い、環境管理計画
を河川空間管理のみならず河川環境全般にわたる内容となるよう充実を
図ります。 

・河川の維持管理 
 河道、河川空間、堤防、ダム及びその他の河川管理施設がその本来
の機能を発揮できるよう良好な状態を持続させるためには適切な維持
管理が必要です。このため、河川の状態を的確に把握するとともに、
その状態を評価し、更にはその状態に応じた適切な管理を行うととも
に、既存施設の信頼性の向上や有効利用、長寿命化等の改善を行い、
「治水」、「利水」、「環境」の目的を達成するために必要となる機
能を持続させていくことを目指します。 

・戦後最大規模の洪水への対応 
 概ね30年間の河川整備により、戦後の代表洪水である昭和22年9月洪水と
同規模の洪水による家屋の浸水被害を回避するとともに、河口部においては
高潮及び津波からの被害の防止又は軽減を目標とします。 

・河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持 
 概ね10年に1回程度起こりうる渇水時においても、北上川における動
植物の生息・生育・繁殖環境の保全や良好な水質の確保のため、水資源
開発施設の建設並びに既設ダム群の有効活用、関係機関と連携した水利
用調整等により広域的かつ合理的な水利用の促進を図り、流水の正常な
機能を維持するために必要な流量として、狐禅寺地点概ね70m3/s、明治
橋地点概ね20m3/sの確保に努めます。 

治 水 利 水 

維持管理 環 境 
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◆河川整備計画の目標 

・本計画で設定した治水、利水、環境及び維持管理それぞれの目標に向け、整備を実施します。 

太 
 

平 
 

洋 

追 
 

波 
 

湾 

8,000 
6,800 

3,100 
2,600 

900 
800 

● 男山 

● 明治橋 ● 館坂橋 

2,500 
2,000 
(4,100) 

■ 和渕 

● 涌谷 

● 荒雄 
上段：基本方針流量 
下段：S22.9洪水相当流量 
（  ）：基本高水ピーク流量 

磐井川 

↓ 

←新江合川 

↑ 

人首川 
田瀬ダム 

胆沢ダム 湯田ダム 御所ダム 

四十四田ダム 

↑ 

稗貫川 

↑ 

中津川 

一関遊水地 

（建設） 

500 

1,
80
0 

1,
50
0 

鳴子ダム 

1,
00
0 

1,
00
0 

1,
20
0 

70
0 

1,
40
0 

1,
40
0 

1,
00
0 

1,
10
0 

95
0 

50
0 

8,500 
6,900 

(13,600) 

8,700 
7,200 

狐禅寺■ 

90
0 

石 
 

巻 
 

湾 

追 
 

波 
 

湾 

● 明治橋 ● 館坂橋 

■和渕 
● 涌谷 

● 荒雄 

磐井川 

↓ 

↑ 

砂鉄川 

←新江合川 

↑ 

人首川 
田瀬ダム 

湯田ダム 御所ダム 

四十四田ダム 

↑ 

稗貫川 

↑ 

中津川 

一関遊水地 

鳴子ダム 

狐禅寺■ 

石 
 

巻 
 

湾 

概ね70m3/s 概ね20m3/s 

↑ 

砂鉄川 

● 男山 

胆沢ダム 

   和賀川 

↓ 

胆沢川 

   ↓ 

    ↑ 

猿ヶ石川 

   和賀川 

↓ 

胆沢川 

   ↓ 

    ↑ 

猿ヶ石川 

● 登米 
● 登米 

県境 

狭窄部 

   ↓ 

県境 県境 

雫石川 

   ↓ 

雫石川 



 

0 10000 20000 30000 40000

S50

S55

S60

H2

H7

H12

H17

2764

3132

4260

3926

3538

2981

2823

6724

12153

17931

26336

27253

29357

30964

農業生産額・製造品出荷額(億円)

農業生産額 製造品出荷額

4 

事業に係わる地域の人口、産業等の変化 

◆河川整備計画策定後の社会情勢等の変化（1） 

• 北上川水系河川整備計画は平成24年11月に策定されました。 
• 流域の市町村の人口や世帯数における推移はほぼ横ばいで推移してきましたが、平成22年で若干減少しています。 
• 農業生産額は緩やかな減少傾向で推移しており、平成17年で2,823億円（岩手・宮城両県の合計の62％）です。 
• 製造品出荷額は、緩やかな増加傾向で推移しており、平成17年で3兆964億円（岩手・宮城両県合計の49％）です。 
• これらから、事業に係わる地域の人口、産業等の変化としては大きな変化はありません。 

＜北上川流域内市町村人口の推移＞ 

出典：岩手県統計年鑑、宮城県統計年鑑 

 （平成22年は国勢調査） 

＜北上川流域における農業生産額・製造品出荷額の推移＞ 

出典：岩手県統計年鑑、宮城県統計年鑑 
(平成18年以降は市町村別の集計が公表されていない) 



5 

洪水の発生状況 

◆河川整備計画策定後の社会情勢等の変化（2） 

• 過去には昭和22年9月洪水（カスリン台風）、昭和23年9月洪水（アイオン台風）等により甚大な浸水被害が発生しています。近年におい
ては、狐禅寺地点の最高水位で戦後第3位を記録した平成14年7月洪水、明治橋上流で戦後最大の流域平均2日雨量を記録した平成19年9月
洪水、御所ダムで既往最大流入量を記録した平成25年8月洪水、及び四十四田ダムで既往最大流入量を記録した平成25年9月洪水が挙げら
れます。 

北上川における主要な洪水 
昭和22年9月（カスリン台風） 昭和23年9月（アイオン台風） 

死者・行方不明者242人、流出2,065戸、全半壊5,330戸 

平成14年7月（前線+台風6号） 平成19年9月（前線） 

死者2人、床上浸水242戸、床下浸水541戸 

平成25年8月（大気不安定） 平成25年9月（前線+台風） 

死者2人、全半壊108戸、床下床上浸水1,193戸 死者1人、全半壊79戸、床下床上浸水135戸 

 出典；1 岩手県災異年表、2 宮城県災害年表、3 北上川上流洪水記録、4 水
害統計、5 岩手県災害情報速報（岩手県総合防災室）6 不明 

死者1人、負傷者6人、床上浸水1,410戸、床下浸水2,022戸 

旧北上川 

江合川 

死者・行方不明者753人、流出1,440戸、全半壊2,678戸 

洪  水 原因 被害状況 

明治 43年 9月 前線 
■岩手県側:死者 5 人、負傷者 1 人、 

流失 102 戸、全半壊 98 戸、床上浸水 5,587 戸、床上浸水 2,325 戸※1 

昭和 22年 9月 
ｶｽﾘﾝ 
台風 

■岩手県側：死者・行方不明者 212 人､ 

流出 1,900 戸､全半壊 5,286 戸､床上床下浸水 37,868 戸※1 

■宮城県側：死者・行方不明者 30 人､ 

流出 165 戸､全半壊 44 戸､床上床下浸水 29,704 戸※2 

昭和 23年 9月 
ｱｲｵﾝ 
台風 

■岩手県側：死者・行方不明者 709 人､ 

流出 1,319 戸､全半壊 2,424 戸､床上床下浸水 28,972 戸※1 

■宮城県側：死者・行方不明者 44 人、 

流出 121 戸､全半壊 254 戸､床上床下浸水 33,611 戸※2 

昭和 56年 8月 台風 

■岩手県側：死者 3 人※3､ 

全半壊 29 戸､床上浸水 1,416 戸、床下浸水 965 戸※4 

■宮城県側：死者 2 人※2､ 

半壊 5 戸､床上浸水 91 戸､床下浸水 569 戸※4 

平成 2年 9月 台風 
■岩手県側：半壊 1 戸､床上浸水 90 戸、床下浸水 262 戸※4 

■宮城県側：死者 1 人※2､床下浸水 76 戸※4 

平成 10年 8月 
前線 
台風 

■岩手県側：全壊 3 戸、床上浸水 410 戸、床下浸水 271 戸※4 

■宮城県側：床上浸水 107 戸､床下浸水 279 戸※4 

平成 14年 7月 
前線 

＋台風 

■岩手県側：負傷者 6 人※5､ 

全半壊 9 戸､床上浸水 1,144 戸、床下浸水 990 戸※4 

■宮城県側：死者 1 人※2､ 

半壊 4 戸､床上浸水 266 戸、床下浸水 1,032 戸※4 

平成 19年 9月 前線 
■岩手県側：死者 2 人※5､床上浸水 241 戸、床下浸水 489 戸※4 

■宮城県側：床上浸水 1 戸、床下浸水 52 戸※4 

平成 25年 7月 低気圧 
■岩手県側：全半壊 2 戸、床下床上浸水 275 戸※5 

 

平成 25年 8月 
大気 

不安定 
■岩手県側:死者 2 人、 

全半壊 108 戸、床下床上浸水 1,193 戸※5 

平成 25年 9月 
前線 

＋台風 
■岩手県側:死者 1 人、 

全半壊 79 戸、床下床上浸水 135 戸※5 
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・近年（ H25.1～H27.9 ）、北上川流域において、これまで経験したことがないような短時間の集中豪雨が発生しています。この間、岩手県内では 33市町
村（流域内では15市町）のうち、14市町（流域内では7市町）で、宮城県内では 35市町村（流域内では 6市町）のうち、14市町（流域内では 2市）で観測所
の過去最大の1時間雨量の記録を更新しています。 

◆平成27年9月洪水の概要及び出水状況（江合川） ◆河川整備計画策定後の社会情勢等の変化（3）～近年の短時間強雨の発生状況～ 

・平成25年度は、東北管内で１時間最大雨量が100mm以上を、3観測所で観測。（岩

手県雫石町 春木場、秋田県大館市 大渕岱、秋田県鹿角市 鹿角）。 

・平成26年度は、石巻雨量観測所で91mm/1hを観測。 

 （観測開始（1937年）から平成24年度までに、東北地方で 1時間最大雨量100mmを超える雨量を観測
した観測所は３箇所のみ［青森県 小坪川（2003）、宮城県 岳（1997）、秋田県 桂沢(1994)］） 
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・近年、多くの雨量観測所において最大記録が更新。 

・岩手県では14市町、宮城県では14市町村の雨量観測所で1時間雨量の既往最大
が更新。 
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利府町 

塩竃市 

七ヶ浜町 
多賀城市 仙台市 

名取市 
川崎町 

蔵王町 
村田町 

岩沼市 柴田町 

大河原町 
亘理町 

山元町 
角田市 

丸森町 

白石市 
七ヶ宿町 

鳴瀬川 
旧北上川 

北上川 

二戸市 

一戸町 

九戸村 

軽米町 
洋野町 

久慈市 

葛巻町 

岩手町 

八幡平市 

雫石町 

滝沢市 

岩泉町 

宮古市 

盛岡市 

矢巾町 

紫波町 

花巻市 

西和賀町 

北上市 

遠野市 

山田町 

大槌町 

釜石市 

住田町 

大船渡市 

陸前高田市 

奥州市 

金ヶ崎町 

一関市 
平泉町 

野田村 

普代村 

田野畑村 

市町村別1時間最大雨量 更新状況 

 

はるきば おおふちたい かづの 
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・東北地方では、太平洋側を中心に広い範囲で、雷を伴った非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨となった。このため、宮城県では１０日夜から
１１日の朝にかけて記録的な大雨となり、９月１１日３時２０分に大雨特別警報が発表された。 

・台風１８号から変わった低気圧により、関東から東北南部には線状の降水帯が長時間停滞し、北上川流域の江合川荒雄上流域の流域平均２日雨量
は、２１９ｍｍと観測史上第６位を記録した。 

・江合川、新江合川６水位観測所では、４水位観測所（桜ノ目・下谷地・涌谷、李埣）で観測史上第１位、残りの２水位観測所（荒雄・短台）で、観測史上  

 ２位となる水位を記録した。 

各観測所における観測史上第２位以上の水位を記録 

◆河川整備計画策定後の社会情勢等の変化（4）～平成27年9月洪水の概要及び出水状況(江合川)～ 

わくや しもやち あらお たんだい さくらのめ すもぞね 

出水状況（CCTVの定点カメラ映像） 

平成27年9月11日豪雨線状降水帯停滞状況 

９月１０日 １８：００ ９月１０日 ２３：００ ９月１１日 ０４：００ 

平常時 洪水時（9月11日） 

■江合川 右岸  6.0k （明治水門） 

■江合川 右岸 19.7k （遠田橋） 

平常時 洪水時（9月11日） 

江合川荒雄上流域 時間降水量図 

■平成２７年９月洪水 

江合川荒雄上流域 流域平
均２日雨量（上位１０洪水） 

（江合川） 

新江合川

桜ノ目 荒雄 下谷地 涌谷 短台 李埣

(29.60k) (26.54k) (23.70k) (10.77k) (2.02k) (4.56k)

平成２７年 昭和３４年 平成２７年 平成２７年 平成14年 平成２７年

4.19 4.68 4.13 6.28 4.43 4.29

平成　１年 平成２７年 昭和３１年 平成１４年 平成２７年 平成１４年

3.45 4.29 3.82 5.64 4.31 2.85

平成１４年 昭和３１年 昭和４１年 平成　６年 平成４１年 平成２５年

3.25 4.04 3.65 5.48 4.13 2.52

観測開始 観測開始 観測開始 観測開始 観測開始 観測開始

昭和25年11月1日 昭和26年4月1日 昭和25年11月7日 昭和33年5月1日 昭和25年11月1日 平成8年4月1日

江合川
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桧和田排水機場での排水ポンプ稼働状況
（吉田川左岸23.6k付近）

大崎市古川米袋付近における排水ポンプ稼働状況
（多田川左岸2.6k付近）

渋井川緊急復旧箇所における
排水ポンプの稼働状況

H27.9.14 20:00現在   

◆河川整備計画策定後の社会情勢等の変化（5） 
～平成27年9月洪水の概要及び出水状況(北上川下流河川事務所の対応)～ 

 北上川水系、鳴瀬川水系合わせて、延べ 680時間のポンプ排水 で、25mプール約7,110杯分を排水  

                                                                     

総排水量213万m3 



吉田川

 災害対応を実施する自治体に対して技術的助言や連絡調整を行うため、北上川下流河川事務所から被災地自体に対してリエゾン派遣を行っています。 

 ９月１１日には大崎市、大和町、涌谷町、富谷町に対して計８名、１２日には大崎市、大和町、栗原市に対して計６名、１３日は大崎市、栗原市に対して計３名を派遣しました。 

 １４日から１６日までは大崎市に２名派遣し、１６日２０時の撤退をもって、全ての自治体へのリエゾン派遣が完了しました。 

2011.9.22 16h頃撮影 

■涌谷町字砂田地内 【江合川右岸9.8k付近】 ■大崎市鹿島台大迫上志田地内 【吉田川左岸16.0k】 

建設業者の重機を活用した月の輪工法による漏水対策を実施 
シート張り工法により 

堤防の洗掘対策を実施 

9月11日 自衛隊等が出席した大崎市の防災会議 
      （決壊した渋井川の緊急復旧等について協議） 

9月１１日 大和町の防災会議等を通じて排水ポンプ車の配置などについての情報を共有 

 ９月１１日、鳴瀬川、吉田川、江合川などでは、地元の水防団や建設業者の連携による水防活動により、堤防の越水や漏水の防止のための水防 

工法が各地で実施され、堤防の決壊を防ぐことができました。 

土のう積み工法により堤防の 
越水を防止 
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◆河川整備計画策定後の社会情勢等の変化（6） 
～平成27年9月洪水の概要及び出水状況(北上川下流河川事務所の対応)～ 

 

吉田川 

江合川 



 ○胆沢ダムは、Ｈ２７年９月１１日に発生した低気圧による大雨洪水により、管理移行（２年経過）後最大の流入量 ７６４m3／秒を記録しました。 
 ○これは、胆沢川の観測データのある１９５４年（S２９）年以降、６２年間で６番目になる流量です。なお、ダム貯水位は降雨前に比べ１３．２５ｍ上昇、 
 ダムに貯めた水量は東京ドーム２３杯分に相当する２，８９５万m3でした。 
 ○胆沢ダムの洪水貯留により下流  胆沢川橋では、推定でダムが無い状態よりも約１．２ｍ程度川の水位を低下させることができました。                                                                               

駒ヶ岳 
▲ 

西和賀町 
北上市 

金ヶ崎 

秋田県 

山形県 

青森県 

岩手県 

宮城県 

秋田 盛岡 

青森 

胆沢川 

北
上
川
 

胆沢ダム 胆沢ダム 

石淵ダム 

◆胆沢ダム貯水池◆ 
  洪水を貯め込むと同時に大
量の流木も捕捉した 

貯
水

位
(m

) 

胆沢ダム位置図 
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貯水位 

全流入量 

全放流量 
流量調節の総量 

約2,895万m3の水を
ダムに貯めこんだ 

放流量 

最大流入量 

764m3/s 

3時20分 流量調節
最大流入量の内
760m3/sをダムに貯
め込んだ 

流入量 

貯
水

位
(m

) 

流
量

(m
3
/
s)

 

胆沢ダム洪水調節状況図 流域平均 

雨量(㎜/h) 

累加 

雨量(㎜) 

Ｈ１９．９．６ 

 石淵ダム  最大流入量 ９３６ｍ3/ｓ                         

         最大放流量 ６７９ｍ3/ｓ 

Ｈ２７．９．１１ 

 胆沢ダム   最大流入量 ７６４ｍ3/ｓ 

          最大放流量   ４m3/s  

大歩橋 大歩橋 

Ｈ１９．９洪水（石淵ダム） Ｈ２７．９洪水（胆沢ダム） 

胆沢ダム下流・胆沢川の状況 

位置図 

胆沢ダム 

大歩橋 

(平成27年9月11日低気圧) 既設ﾀﾞﾑの
効果 

◆河川整備計画策定後の社会情勢等の変化（8） 
                      ～管理移行後最大の洪水量を貯め込んだ「胆沢ダム」～ 

10 



吉田川
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◆河川整備計画策定後の社会情勢等の変化（7） 
～平成27年9月洪水の概要及び出水状況(北上川下流河川事務所の対応)～ 

 ９月１１日、宮城県管理の渋井川計３箇所で堤防が決壊し、甚大な被害が発生しました。 国土交通省では宮城県の要請を受け、９月１２

日１０時００分より２４時間体制で堤防の緊急復旧工事に着手しました。１２日に３箇所のうちの２工区に着手、１３日に残り１工区に着手し、

１４日にはすべての工区で盛立が完了し、安全度を確保しました。引き続き、堤防補強のための護岸を施工し、緊急復旧工事が完了したこ

とから、１６日７時に宮城県に引き継ぎを行いました。 

渋井川の堤防決壊箇所 

【堤防復旧断面】 【渋井川緊急復旧の工事工程】 

渋井川の位置 

決壊した渋井川（宮城県管理）の堤防緊急復旧 
渋井川 

川側 宅地側 

（ 参 考 ） 
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護岸での補強を完了した中流工区の堤防 

９月１６日 ７時００分  
全ての工区において補強のための護岸完了 

  

下流工区で堤防盛立に着手 

  

 下流工区での盛立完了の様子 

  
     ９月１４日 １７時００分 

全ての工区での盛土完了、安全度の確保 

９月１２日 １５時００分   
堤防の緊急復旧に着手   

９月１１日 １７時００分   
堤防決壊箇所の緊急調査を実施  

UAV等を活用し、被災状況の調査を実施 

  

決壊箇所までの工事用道路の敷設 

 

堤防決壊箇所 

９月１２日 １０時００分   
工事用道路着手 

昼夜を分かたず緊急復旧盛土材を搬入 
  

９月１２日以降 ２４時間体制にて 
安全度確保ための緊急復旧事業を実施 

◆河川整備計画策定後の社会情勢等の変化（8） 
～平成27年9月洪水の概要及び出水状況(北上川下流河川事務所の対応)～ 

決壊した渋井川（宮城県管理）の堤防緊急復旧 

（ 参 考 ） 



年
渇水名および

狐禅寺最小流量
被　　害　　状　　況

昭和42年
昭和42年5～6月渇水

54.23 m
3
/s

　北上川下流部の被害が大きく、特に大泉揚水機場の揚水量が減
少。代かきが不可能な地域が多く出た。

昭和48年
昭和48年異常渇水

29.40 m
3
/s

　番水制や臨時ポンプ等による対応がなされたものの、稲作では
枯死、亀裂の被害が生じ、野菜、葉たばこ、果樹等にも大きな被
害が生じた。
　花巻市、石巻市等の市町村で水道用水の減断水が実施された
他、旧北上川では塩水遡上によって工場の操業停止（8日間）を余
儀なくされた。

昭和53年
昭和53年7，8月渇水

34.90 m
3
/s

　番水制や臨時ポンプ等による対応がなされたものの、水稲、牧
草や野菜に被害が生じた。
　紫波町などの水道施設において減断水が実施された他、河口付
近では満潮時に海水が遡上し、一部の工業用水に影響が生じた。

昭和59年
昭和59年8月渇水

77.08 m
3
/s

　江刺市などの水道施設において減断水の措置が講じられた他、
胆沢地域や和賀川地域で取水制限等が実施された。
　しかし、農業用水の最需要時期をずれていた事もあり、特に大
きな被害も生じなかった。

昭和60年
昭和60年8月渇水

52.63 m
3
/s

　江刺市などの水道施設において減断水が実施された他、岩手県
南部で水稲の枯死や、畑作のキュウリ、ピーマン、レタス等に若
干の被害が生じた。

昭和62年
昭和62年4月渇水

79.92 m
3
/s

　千厩町や藤沢町の水道施設において減断水が実施された他、岩
手県南部の千厩地方、一関地方、水沢地方等で田植え時期がずれ
込んだ。

平成元年
平成元年8月渇水

64.24 m
3
/s

　水道施設には影響は見られなかったが、紫波町、石鳥谷町およ
び東和町において農業用水が不足し、水田に対する給水制限(番
水)が実施された。

平成6年
平成6年7月渇水

50.34 m
3
/s

　番水制やダムからの時間通水、臨時ポンプでの対応など、様々
な対策がなされたものの、稲作では枯死等の被害が生じた他、牧
草、野菜、果樹等にも大きな被害が生じた。
　前沢町などの水道施設において減断水が実施された他、旧北上
川では塩水遡上によって一部製造中止を余儀なくされた。

13 

渇水の発生状況 

◆河川整備計画策定後の社会情勢等の変化（9） 

• 北上川の渇水被害は、過去に死者を伴う大規模な水争いがあった程の深刻な問題となっています。 
• 昭和48年渇水では、かんがい用水を確保しようとする農民により、約数十時間にわたり浄水場が麻痺した事件が発生しています 

 

• 昭和53年、平成6年の渇水では、主に岩手県胆江・両磐地域を中心に水稲被害が生じ、農家に多大な被害を及ぼしました。 

北上川における主要な渇水状況 
昭和48年異常渇水 昭和48年異常渇水 

奥州市江刺区 愛宕地区（北上川） 

昭和53年7月渇水 昭和60年8月渇水 

奥州市水沢区 再巡橋（胆沢川） 

平成6年7月渇水 平成6年7月渇水 

花巻市 イギリス海岸（北上川） 平泉町長島 2段揚水の状況（北上川） 

 出典；1 岩手県災異年表、2 宮城県災害年表、3 北上川上流洪水記録、4 水
害統計、5 岩手県災害情報速報（岩手県総合防災室）6 不明 

北上市 黒岩地区（北上川） 

一関市川崎町 横石岩礁（北上川） 

たんこう りょうばん 
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平成27年渇水の概要 

◆河川整備計画策定後の社会情勢等の変化（10） 

• 北上川流域においては、7月11日に北上市の男山地点と石巻市の北上大堰下流地点で基準流量を下回り、早期の流況回復が見込まれないこ
とから、7月13日に渇水対策支部（注意体制）を設置しました。 

• 7月17日には北上川上流で、7月15日･8月6日に北上川下流でそれぞれ渇水情報連絡会幹事会を開催し、円滑な水利用に向け関係機関と情報
交換をしました。 

• 北上川上流では、7月23日からの降雨により流況が回復し、7月27日に体制を解除しました。北上川下流でも流況の回復に伴い、8月31日に
体制を解除しました。 

• 今回の渇水は、地域住民の日常生活に重大な影響を及ぼすまでには至りませんでした。 

14 北上川上流渇水情報連絡会幹事会 

日平均流量の推移（男山地点） 

日平均流量の推移（北上大堰下流地点） 

宮城県登米市錦桜橋（平成19年撮影） 

宮城県登米市錦桜橋付近（平成27年7月撮影） 

平常時 

渇水時 

錦桜橋 

錦桜橋 

基準流量を下回る 

※H27.8.31までの総雨量は 546mm、5年平均（638mm）の86％程度 

※H27.8.31までの総雨量は434mm、5年平均（457mm）の95%程度 



北上川ダム統合管理事務所 

◆河川整備計画策定後の社会情勢等の変化（11） ～平成6年より厳しい渇水を胆沢ダムで乗り切りました～ 

胆沢ダム 

石淵ダム 
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▲ 

一関市 

奥州市 
衣川区 

奥州市 
胆沢区 

奥州市 
水沢区 

西和賀町 
北上市 

金ヶ崎 

白鳥川 

奥州市 
前沢区 

秋田県 

山形県 

青森県 

岩手県 

宮城県 

秋
田 

盛
岡 

青森 

胆沢川 

北
上
川
 

胆沢ダム 

胆沢ダム 

胆沢ダム 位置図 

      ～凡例～ 
              胆沢ダム流域                   

かんがい用水供給 

 ９７００ｈa 

胆沢ダム全景 

• 胆沢ダム（管理移行2年目）流域は、6月～8月の降雨は過去5年平均を下回り、特に8月(20日時点)はH6を下回り、 H6年以来、20年ぶりの
渇水に見舞われました。 

• H6年は、渇水により石淵ダムが7月下旬に取水不能となり、胆沢平野の稲作は困難を極め、延べ52日間に渡る「番水制」を強いられた他、
消防車による散水作業が行われましたが、水田に地割れが走り、用水が行き渡らない地域では水稲の立ち枯れ被害が発生しました。 

• 今回の渇水においては、胆沢ダムの運用により、今回渇水被害は生じておりません。 

平成27年渇水における胆沢ダムの利水効果 

     

 

        

 

    

    

  

     

    

   

    

    

 

      

   
 

 

   

   

  
 

 

   

   

 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

地元の声（H27年７月～８月に実施した農家へのヒアリング結果より） 

・今年のような渇水であっても、胆沢ダムで十分な水量が確保され満足している。 
・出穂時期、十分な水量で水不足の心配が無く安心感があった。 
・水路に十分な水が流れており、安心感は計り知れない。 

H27水田の状況 

15 



16 

整備全体の考え方 

◆河川整備計画における治水対策（1） 

• 流下能力が不足している箇所については早期に河川整備を行い、水系全体の治水安全度を高めていく必要があります。 
• 整備に当たっては上下流のバランスを図り、それぞれが抱えている課題や流域の特性を十分に踏まえ、整備を実施していきます。 

【岩手県】

四十四田ダム～男山（北上市）

【岩手県】

男山（北上市）～岩手・宮城県境

【宮城県】

岩手・宮城県境～追波湾、旧北上川、江合川

①堤防整備

①堤防整備

②狭隘地区治水対策

③堤防整備

④堤防整備

④河道掘削

③堤防整備

④堤防整備・河道掘削

④堤防整備

④堤防整備・河道掘削

③堤防整備

③堤防整備

③堤防整備

①堤防整備(小堤)

①堤防整備(小堤)

②狭隘地区治水対策

一関遊水地

①胆沢ダム

している

浸水想定範囲

している

浸水想定範囲

※現況浸水想定区域図は、越水及び破堤の
危険性のある場所全ての箇所で氾濫エリ
アを重ねあわせたもので、浸水エリアの最
大範囲を示している

④河道掘削

③堤防整備

④堤防整備

④堤防整備

③堤防整備

④堤防整備・河道掘削

③堤防整備

④堤防整備

④堤防整備・
河道掘削

④堤防整備・
河道掘削

④堤防整備・
河道掘削

④堤防整備

①胆沢ダム

 一関市 

南三陸町 
登米市 

石巻市 

涌谷町 

大崎市 

栗原市 

美里町 

東松島市 松島町 大郷町 

大崎市 

女川町 

①堤防整備

③堤防整備

②堤防整備

③堤防整備

①堤防整備

②堤防整備

③
河
道
掘
削 ②堤防整備

④分派施設改築

②堤防整備

①河道掘削

②堤防整備

①河道掘削

②堤防整備
②堤防整備

②堤防整備

②堤防整備

②堤防整備

②堤防整備

新江合川

①震災関連対応

①震災関連対応

②震災関連対応

②震災関連対応

：S22.9実績浸水範囲

：S22.9整備前浸水想定範囲

：S22.9整備計画後浸水想定範囲

●

■

：当面の対策

：整備済み

：主要地点

：基準地点

凡 例

：整備計画

③堤防整備
（整備済地区）

③堤防整備
（整備済地区）

②狭隘地区治水対策
（整備済地区）

②狭隘地区治水対策
（整備済地区）

②狭隘地区治水対策
（整備済地区）

：整備中



• 平成24年11月策定北上川水系河川整備計画に基づき、目標流量を安全に流下させるために、家屋等への被害が生じる恐れのある箇所など

において、堤防の整備を実施しています。北上川下流横川や日根牛地区は、堤防断面が不足していることから、堤防拡幅工事を実施して

います。 

• 河口部については、洪水に加えて高潮及び津波からの被害の防止又は軽減を図るため、必要となる堤防整備を実施しています。北上川河

口部では施設計画上の津波（明治三陸地震）に対して必要な高さTP8.4m、旧北上川河口部では高潮に対して必要な高さTP7.2mの堤防を海

岸堤防高と整合を図り整備しています。 

無堤

新設
計画高水位

無堤

新設
計画高水位

堤防の量的整備イメージ 

地区名 工種・整備済区間 整備済延長 

北上川下流 
河口部 

（施工中） 

○築堤 
 左岸-0.6k～10.2k 
 右岸-0.8k～ 5.8k 
     の一部区間 

左右岸合わせて 
 

3,200m 

北上川下流 
横川地区 
（施工中） 

○築堤 
 右岸7.5k～7.9k 

370m 

北上川下流 
日根牛地区 
（施工中） 

○地盤改良 
 左岸31.6k 

 
70m 
 

旧北上川 
河口部 

（施工中） 

○護岸 
 左岸0.2k～4.8k 
 右岸0.6k～3.4k 
○導流堤・築堤 
 左岸-0.2k～9.0k 
 右岸-0.2k～3.4k 
    8.2k～9.4k 
     の一部区間 

左右岸合わせて 
 

3,100m 
 

左右岸合わせて 
 

1,100m 

量的整備状況（H26年度末まで） 

よこかわ 

※地区名の（ ）は現在の状況を示しています。 

江合川 

  ひねうし 

日根牛地区 

旧北上川河口部 

北上川河口部 

よこかわ 

横川地区 
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ひねうし 

既設堤防既設堤防

高さ・断面不足

腹付・嵩上げ
計画高水位

既設堤防既設堤防

高さ・断面不足

腹付・嵩上げ
計画高水位

旧北上川河口部 

北上川河口部、横川、日根牛地区 
位 置 図 北上川河口部:堤防整備状況 

北上川河口部:地盤改良の状況 

旧北上川河口:矢板護岸整備状況 

旧北上川 

北上川 

横川地区:樋門の整備状況 

日根牛地区: 
地盤改良の状況 

堤防の量的整備（堤防の整備） 

◆河川整備計画における治水対策（2） 

よこかわ ひねうし 

H26年度完成 



二子地区 

廿木地区 日詰地区 北上川 

紫波町 

花巻市 北上市 
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堤防の量的整備（堤防の整備） 

◆河川整備計画における治水対策（3） 

• 北上川上流では、平成14年及び平成19年洪水により、５年間で２度も甚大な被害が発生したことから、再度災害防止対策が急務となって

る二子地区(北上市)、廿木地区(紫波町)、日詰地区(紫波町)において堤防の整備を実施しています。 

• 廿木地区の堤防整備においては、復興支援道路(都南川目道路)の建設発生土を築堤材料に活用するなど、事業間の連携を行っています。 

ふたご はたふく ひづめ 

地区名 整備済区間 整備済延長 

二子地区（施工中） 右岸79.8km～80.5km  700m 

廿木地区（施工中） 右岸113.6km～113.9km  300m  

日詰地区（施工中） 右岸114.0km～118.2km 用地取得 

二子地区の堤防整備状況（H27.7） 廿木地区の堤防整備状況（H27.7） 

整備状況（H26年度末まで） 

堤防整備 L=1,200m 

堤防整備 L=1,000m 

※地区名の（ ）は現在の状況を示しています。 



• 早期に治水効果を発揮する対策として、河道や沿川の状況等を踏まえ、地域の住民と合意形成を図りながら、連続した堤防によらない治

水対策（輪中堤や家屋の移転等）を実施しています。 

• 北上川狭窄部の岩手県側では、下清水地区、小日形地区、沼田地区で家屋等の浸水対策が完了し、現在、曲田地区の整備を進めていま

す。 
岩手県側の進捗状況（北上川 狭窄部） 

地域特性に応じた被害軽減対策イメージ 

整備状況（H26年度末まで） 

位置図 

整備前

整備後

輪中堤
移転

下清水地区 （H25完了） 
対策工：家屋移転 

一関市 

 小日形地区 （H25完了） 
 対策工：輪中堤 家屋移転 

沼田地区 （H24完了） 
対策工：家屋移転 

しもしみず こびかた ぬまた 

狭隘地区治水対策全体説明会（H19.2.14） 

※地区名の（ ）は現在の状況を示しています。 19 

 曲田地区 （施工中） 
 対策工：輪中堤 家屋移転 

地区名 整備済区間 

下清水地区（完了） 右岸2.6km～5.6km  

小日形地区(完了) 左岸5.6km～7.8km  

沼田地区(完了) 右岸10.4km～12.4km  

曲田地区(施工中) 
左岸1.4km～2.6km 
3.0km～3.8km  

まがた 

堤防の量的整備（地域特性に応じた被害軽減対策） 

◆河川整備計画における治水対策（4） 

小日形地区の整備状況（H26.9） 

輪中堤 L=570m 

 <北上川上流狭隘地区治水対策懇談会> 

地域住民と合意形成を図るため、学識経験
者、地域住民、河川・道路管理者により、懇
談会を設立し、事業を実施しています。 



岩手県側の整備状況（北上川中流部） 

堤防の質的整備イメージ 

整備状況（H26年度末まで） 

天端舗装

浸透破壊・すべり破壊を防ぐ

降雨の浸透を防ぐ

河川からの浸透を防ぐ

パイピングによる土砂流出を防ぐ

腹付け盛土

ドレーン工

遮水シート

遮水矢板

堤 体

基礎地盤

▽ 計画高水位

※これらの工法のうち、箇所毎の点検結果を受けて対策工法を選定

河川からの浸透を防ぐ

位置図 

前沢地区 

白山地区 
姉体地区 

羽田地区 
岩谷堂地区 更木・矢沢地区 

徳田地区 

奥州市 北上市 

紫波町 

盛岡市 

矢巾町 
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姉体地区の整備状況（H27.3） 

地区名 整備済区間 整備済延長 

前沢地区 右岸41.6k～42.8k 720m 

白山地区 
右岸45.0k～46.2k 上下流合わせて 

 

2,050m 右岸43.4k～43.9k 

姉体地区 右岸53.0k～55.1k 1.780m 

羽田地区 左岸54.2k～54.4k 160m 

岩谷堂地区 
左岸56.0k～56.6k 
左岸57.2k～57.4k 

上下流合わせて 
 

1,140m 

更木・矢沢地区 左岸86.8k～89.5k 600m 

徳田地区 右岸124.2k～124.6k 266m 

堤防の質的整備（堤防強化） 

◆河川整備計画における治水対策（5） 

• 現在の堤防の多くは、過去から洪水による被災のたびに、その地域の社会的・経済的背景に応じた材料や施工法によって、嵩上げや拡築
が繰り返し行われてきたため、その基礎地盤も含めて内部構造は複雑で不明な点も多く、構造物としての信頼性が必ずしも高くない場合
があります。 

• 堤防の浸透に対する詳細点検や平成24年7月九州北部豪雨災害の堤防決壊・越水被害等を受けて実施した緊急点検、東北地方太平洋沖地震
後の河川堤防の耐震対策に関する技術的知見も踏まえた地震等に対する安全性の点検等を行い、背後地の人口・資産等を踏まえながら対
策を実施しています。 

まえさわ 

しらやま 

あねたい 

はだ 

いわやどう さらき やさわ 

とくた 



河道掘削状況（H26年度末まで） 

平成24年5月4日撮影 

江合川 

笠石地区 
及川橋 

江合川 

河道掘削状況 

堤防整備状況（北上川復旧復興事業） 

北上川 

地区名 整備済区間 整備済延長 掘削量 

江合川笠石地区（施工中） 2.4k～6.6k左右岸の一部区間 1,200m 39,000m3 

北上川赤生津地区（施工中） 41.2k～41.8k左岸 600m 49,600m3 

河道掘削土を築堤材へ活用 

赤生津地区 

 

 

※地区名の（ ）は現在
の状況を示しています。 

宮城県側の河道掘削（江合川笠石地区） 
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位置図 

河道掘削 

◆河川整備計画における治水対策（6） 

• 堤防整備が完了しても河道の断面積が不足している箇所については、河道の目標とする流量を安全に流下できず浸水被害が生じる恐れが

あります。このため、河道の断面積を拡大するための河道掘削を実施しています。 

• 宮城県側の江合川笠石地区では、流下能力が不足していることから、下流側から河道掘削を実施しており、その河道掘削土は近隣の堤防

整備（北上川下流日根牛地区･旧北上川復旧復興事業）に活用するなど有効利用に努めています。また、岩手県側の北上川中流奥州市赤生

津地区などでも、河道掘削を実施しています。 

ひねうし 

えあいがわ かさいし 

おうしゅう あこうづ 

地盤改良工事の施工状況 築堤の施工状況 

江合川 

横川地区 
（石巻市） 

旧北上川 
河口部地区 
（石巻市） 

石巻市 

笠石地区 

【宮城県側（北上川下流・旧北上川・江合川）】 

【岩手県側（北上川中流）】 

河道掘削土活用 

河道掘削土は、一関遊水地の小堤の築堤整備に利用 

北上川 

第１遊水地 
第２遊水地 

第3遊水地 



0 10 20 30 40 50 

北上川下流部 

北上川狭窄部 

北上川中流部 

北上川上流部 

旧北上川 

江合川 

延長 (km) 

要整備区間 
H24 ～ H25 整備区間 

2.3%  ( 1.1km/ 47.6km) 

11.5%  ( 1.2km/ 10.4km) 

堤防の質的整備 河川改修の進捗（事業費） 

※事業費には河道、胆沢ダム、一関遊水地を含む。 
※事業費には維持管理費は含まない。 
※事業費には東日本大震災復興河川整備事業費は含むが、災害復旧等事業費は含まない。 

堤防の量的整備 

※北上川下流部、北上川狭窄部、北上川上流部、旧北上川に掘削計画はありません。 

河道掘削 
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◆河川整備計画における治水対策の進捗状況（1） 

• 北上川水系河川整備計画策定（H24.11）後の、平成26年度末までの整備状況は以下とおりとなっています。 
• 津波により被害を受けた河口部の堤防整備や北上川中流部の質的整備などを重点的に実施しております。 

北上川水系の治水対策の進捗状況 

0 20 40 60 80 100

北上川下流部

北上川狭窄部

北上川中流部

北上川上流部

旧北上川

江合川

延長(km)

要整備区間

H24～H26整備区間

（ / ）10.6% 5.2km 48.6km

（ / ）3.4% 1.3km 38.0km

（ / ）0.0% 0.0km 0.7km

（ / ）3.2% 1.1km 33.6km

（ / ）0.0% 0.0km 7.6km

（ / ）57.1% 7.2km 12.6km

0 10 20 30 40 50

北上川下流部

北上川中流部

北上川上流部

旧北上川

江合川

延長(km)

要整備区間

H24～H26整備区間

（ / ）0.0% 0.0km 3.5km

（ / ）23.5% 6.5km 27.5km

（ / ）0.0% 0.0km 3.6km

（ / ）0.0% 0.0km 5.5km

（ / ）0.0% 0.0km 11.8km

0 20 40 60 80 100

北上川水系

（％）

要整備区間

H24～H26整備区間 （ / ）23.4% 629.4億円 2692.0億円
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◆河川整備計画における治水対策の進捗状況（2） 

浸水面積 
 

浸水戸数  

• 北上川水系河川整備計画策定（H24.11）後から、平成26年度末までの被害軽減効果は以下とおりとなっています。 
• 津波により被害を受けた河口部の堤防整備や北上川中流部の質的整備などを重点的に実施しております。 

北上川水系の治水対策の進捗状況 

※整備計画後（H51）の試算には、胆沢ダム等の洪水調節施設の効果を見込んでいますが、現況（H27）の試算には、胆沢ダム等の洪水調節施設の効果は見込んでいません。 

整備計画策定時（H22.3） 整備計画後（H51） H27事業再評価時（現況 H26.3） 

整備計画策定時（H22.3） 整備計画後（H51） 

約７００戸 

浸水被害軽減 

今後の治水対策を進めることで 

約４１，７００戸（両県合わせて） 

浸水被害軽減効果 

今後の治水対策を進めることで 

約３０，２００ha（両県合わせて） 

浸水被害軽減効果 

約８００ha 

浸水被害軽減 

H27事業再評価時（現況 H26.3） 



一関遊水地 
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◆河川整備計画における治水対策の進捗状況（3） 

• S47に事業着手し、H26年度末で 約69%の進捗率となっています。 
                         おおはやし            ながしま 

• 現在は、大林水門及び長島水門の建設、支川磐井川の堤防拡幅、小堤の整備を実施しています。 

洪水調節施設の整備（一関遊水地） 

H24 H25 H26 H27 H20年代後半

第1遊水地

第2遊水地

第3遊水地

大林水門

長島水門

舞川水門

H30年代

磐井川堤防拡幅

補償費

主な整備メニュー

小堤整備

水門

柵ノ瀬橋架替
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◆河川の維持管理（1） 

• 河川管理を適切に実施するためには、河川の状態を把握することが必要となります。このため、水文・水質調査や河道の縦横断測量、及
び河川巡視等を継続的・定期的に実施し、把握した現状を基に、必要に応じた補修等を実施します。 

河川の調査、河川管理施設の維持管理 

＜実施項目＞ 
• 水文観測調査（水位・流量・水質等）（継続的に実施） 
• 河道状況の把握（横断測量、空中写真撮影） 
• 洪水後（洪水時）の状況把握（河道の変化、施設の変状確認） 
• 河川の巡視点検（通年通して実施） 

◆水文観測調査 

水位観測所 流量観測の状況 

◆河道状況の把握 

◆洪水後（洪水時）の状況把握 

◆河川の巡視点検 

横断測量の実施状況 河道状況把握のための空中写真撮影 

河川巡視の状況 巡視船による河道内巡視の状況 

洪水時の空中写真撮影 洪水痕跡調査の状況 

◆河川管理施設の維持管理 

堤防除草の状況 樋管函内の点検状況 



• 河道内の樹木は、樹木の繁茂状況を定期的に調査・監視し、河川管理の支障や流下阻害となっている樹木については必要に応じ環境保全
モニターから指導や助言、地域住民等の協力を得ながら、周辺の環境に配慮しつつ、伐採を実施しています。 

• 北上川上流では河道内の樹木が繁茂し河川維持管理上の支障となっていますが、伐採面積が膨大であり、多額の費用を要することから、  
平成22年度より公募伐採を継続的に実施し、コスト縮減と地域住民参画による河川管理の推進を図っています。 

胆沢ダム 

環境保全モニターと伐採範囲の確認 公募伐採実施者の伐採状況 

○公募伐採実施前の対応 

26 

◆河川の維持管理（2） 
河道の維持管理 

実施前 （H26年7月撮影） 

○雫石川杜の大橋左岸の伐採箇所 

杜の大橋 
杜の大橋 

雫
石
川 

雫
石
川 

実施後 （H27年8月撮影） 

樹木群の構成の推移（北上川 岩手県側） 

樹木管理のイメージ 

（ha） 

堆積した土砂の撤去
河畔林の環境面の機能に配慮しつつ、

流下阻害が発生しない程度に樹木を伐採

水位上昇の抑制

樹林地の拡大・密生化
樹林化に伴う高水敷の陸地化

（土砂の堆積）樹林地の拡大・密生化

適切な樹木管理を実施しない場合 

適切な樹木管理を実施した場合 

杜の大橋 



川の通信簿の様子 安全利用点検の状況 
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◆河川の維持管理（3） 

• 北上川の河川空間は、地域住民が身近に自然とふれあえる場として、様々な用途に利用されています。河川空間の保全等については、平成元年3
月に策定された「河川環境管理基本計画（空間管理計画）」に基づきながら、流域の自然的、社会的状況の変化に応じた、整備・管理を適切に実施
します。 

• また、地域住民や市町村、利活用団体等と連携・協働しながら、利用者の視点に立った巡視・点検を行い、適切な維持管理を行います。 

河川空間の維持管理 

河川利用を促す「北上川・中津川散策マップ」看板の設置 

不法投棄に対する注意看板の設置 流木処理の状況 

水面清掃船による流木撤去の状況 河川環境及び水質に関する総合学習 

住民参加による河川一斉清掃活動 東北地方太平洋沖地震以前 

の不法係留船の状況 
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◆河川の適正な利用及び正常な機能の維持（1） 

• 北上川本川における水質の環境基準値は、水質を表す代表的な指標であるBODで見た場合、概ね環境基準を満たしている状況にあります。 
• 安定的に環境基準値を満足する水質を確保するため、水質の監視を継続するとともに、今後も関係機関との連携により適切な施設管理を

行います。 

水質の保全・改善 

○赤川酸性水対策 

【経緯】 
・大正3年から昭和46年まで操業していた松尾鉱山から強酸性水が赤川に流出、本川まで汚染が広がる 
・昭和47年の松尾鉱山の閉山に伴い、同年5月より建設省（現：国土交通省）が、炭酸カルシウム投入による中和処理を実施 
・「北上川酸性水恒久対策専門委員会」による新中和処理施設の建設を決定を受けて、昭和56年に施設が完成、中和処理施設が現在まで稼働 
・建設省（現：国土交通省）では、関連対策工事として、昭和47年～56年まで延長2.046mの赤川保全水路工事を実施、平成2年～5年にかけて砂防堰堤の整

備を実施 

赤川第３砂防えん堤
（H12～H15） 

赤川第２砂防えん堤
（H5～H12） 

赤川第１砂防えん堤
（H2～H7） 

●新中和処理施設 

赤川における施設整備状況 

赤川保全水路 

基
準
値 

S47.5炭酸カルシウム投入による中和処理を実施 

四十四田ダム下流ＰＨ年平均値7.4 

中和処理開始当初（昭和49年） 

現在 

四十四田ダム地点での水質（pH）の経年変化 

主要地点における水質経年変化図 
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◆河川の適正な利用及び正常な機能の維持（2） 

渇水時には、北上大堰下流において、底層の高塩分化や貧酸素化が発生し、生物の生息環境への影響が懸念されます。 
貧酸素化の改善を目的に、北上大堰からリフレッシュ放流を行い、対策を行っているところです。 
【北上大堰リフレッシュ放流】実施時期:平成27年7月21日 13時00分～15時00分  北上大堰放流量:80m3/s 

放流操作 

放流前の状況 4号メインゲート開門開始 4号メインゲート開門 

放流、潮汐と調査実施のタイミング 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0:00:00 3:00:00 6:00:00 9:00:00 12:00:00 15:00:00 18:00:00 21:00:00 0:00:00

水
位

（m
）

リフレッシュ放流 
13:00～15:00 

①放流前 

②放流中 

④放流終了 
2時間後 

⑤放流終了 
3時間後 

③放流終了直後 

②放流中 
⑤放流終了3時間後 
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リフレッシュ放流調査結果 
観測データ(DO)の縦断面分布 

①放流前 

③放流終了直後 

底層DO 
の改善 

④放流終了２時間後 

底層DO 
の改善 

北上大堰 

：リフレッシュ放流調査地点 

平成27年リフレッシュ放流の目的と概要 



◆河川の適正な利用及び正常な機能の維持（3） 
・田瀬ダムの水質保全対策 

曝気設備稼働前(H13～18年) 
のアオコ発生確認エリア 

  注）アオコ発生確認エリアは緑の色が濃いほど 

    確認頻度が高いことを示す。 

［対策前の貯水池状況］ 

凡例 

   曝気装置位置 

曝気設備稼働後(H19～) 
のアオコ発生確認エリア 

［水質保全（抑制）対策（曝気循環施設 ）］ 

［水質保全対策の効果］ 

①水力コンプレッサで空気を圧縮 

②送気管を通して、曝気設備に送気 

③曝気装置により、散気を行い、水温の低い下層と水温
の高い上層を攪拌し、上層の水温低下を図る 

①水力コンプレッサ 

②圧縮した空気を送気 

③散気及び攪拌 

アオコの発生状況 

［対策後の貯水池状況］ 

• 田瀬ダムでは、平成11年夏頃からアオコの発生が確認されて、主に7～10月に発生している状況です。 
• そのため、アオコの発生の抑制を目的とした曝気循環施設を導入しています。平成19年3月に完成し、7月～9月に稼働しています｡ 
• 平成24年以降は、稼働期間を6月～8月に変更し、平成25年度は散気水深を27mから30mへ運用を変更しています。 

散気水深: 16m

6/23～10/1のうち75日稼動

6月1日～

7/23以降は吐出水深を27mに変更
6月1日～

9/30までは吐出水深30m
6月1日～

8/8より3号曝気装置の吐出水深14m

：アオコ発生日

：曝気運転期間（青：水深16m、オレンジ：水深27m、赤：水深30mで運用）

6月 7月 8月 ９月 11月

H11 9月～発生

H12
12 11

10月

H13
8 12

H14
19 9

H16
8 10 15 14

H15
20 17 6 12

15

7

H18
23 21

H19
4 2

H17
8 15 22 19 28

13 23 27

16

H21
12 17 30 5 17 14

H20
30 1 25 8

13

H23
25 2 9 24 29

28 31 24 1 4 5
H22

6 11

24

H24
14 17 22 25 1

H25
1 15 21

18 19 24

H26
1

18 19 24

 平成11年より毎年発生している
 平成24年以降は、アオコ発生が9月以降のみとなった
 平成26年はアオコに加えてカビ臭（ジェオスミン）も確認された

H19 水質保全施設稼働開始 ７月運転  

：アオコの発生日 

＜曝気装置の効果と今後の対応＞ 
 

・貯水池表面の水温を低下させる事で、植物プランクトンが繁
殖しにくい環境をつくります。 
・曝気装置を早期稼働（6月）や、散気水深を変更することで
初期のアオコ発生の抑制に繋がりました。 
・今後も、より効果的な設備・運用等を検討していきます。 

初期（6～8月）の 

アオコ発生を抑制 

H24 水質保全施設［早期］稼働開始 ６月運転  

アオコの確認 
頻度が低減 
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○和賀川の取り組み 
わ が がわ 

◆河川環境の整備と保全に関する整備（1） 

• 北上川と和賀川合流点の河原は昭和30年代まではレキ河原を呈していましたが、治水・利水事業等により流況が安定した反面、河道内の高水敷と
みお筋の固定化が進み、近年では陸地化した高水敷や中州に乾性植生が茂り､特に外来種であるハリエンジュが繁茂するなど、かつての多様な自
然環境が失われてきています｡ 

• このため、かつてのレキ河原や湿地環境等の水辺らしい環境を目指し、河川管理者が高水敷や中州を切り下げて冠水頻度を高めるとともに、地域
住民による水辺の再生活動（湿地づくり）を行い、地域と一体となった取り組みを実施しています。 

動植物の生息・生育・繁殖環境の保全 

流路は左岸と 

右岸に分かれる 

    北上川 

 和 
 賀 

 川 

昭和30年代の 

北上川・和賀川 

合流点付近 

堤防 

堤防 

中州や川岸は 

ほとんど一面 

砂レキのみ 

事業着手前 

（平成18年）の 

北上川・和賀川 

合流点付近 

堤防 
堤防 

乾性樹木が繁茂 

流路は左岸に 

固定化 

地域の方との合同調査（H27.6） 企業からの支援による地域の水辺の再生活動（H27.6） 地域の小学生との「生き物観察会」（H26.9） 

合流点の経年変化 

地域と一体となった取り組み 

50年経過 8年経過 

高水敷とみお筋の固定化が進み、乾性樹木が繁茂 高水敷の切り下げにより冠水頻度が増加 

樹木間伐に
よる在来植
生の回復 

切下げによ
るレキ川原
の出現 

流路は河道
中央に改善 

堤防 

堤防 

事業実施中 

（平成27年）の 

北上川・和賀川 

合流点付近 
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◆河川環境の整備と保全に関する整備（2） 

• 北上川流域の動植物の生息・生育環境に配慮した治水対策を行うため、河川やダム湖及びその周辺の物理環境や動植物の生息、生育分布等の
経年的変化を捉えることを目的とした「河川水辺の国勢調査」等の環境モニタリング調査を継続して実施しています。 

• 環境モニタリング調査の実施や河川環境の把握にあたっては、各専門分野の学識経験者等からの指導や助言、学校関係者・地域住民等の協力を
得ながら進め、調査結果については随時とりまとめ、公表しています。 

河川環境のモニタリング 

＜河川環境に関する調査＞ 
• 河川水辺の国勢調査  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  河川改修及び河川管理の基礎資料とするとともに、河川改修等が動植
物環境にどのような影響を与えているか、必要に応じた継続的な把握を
しています。 

底生動物調査（定量採取） 魚類調査（投網） 

• 地域住民の利便性の向上を図るため、河川に関する情報をリアルタイムに発信しています。 

• 河川愛護・環境保全活動など、人々の河川環境に対する意識啓発を図るため、各種河川環境情報を充実させています。 

環境情報の提供 

＜提供している環境情報＞ 
• CCTVライブカメラ画像 
• 水質のリアルタイムデータ 
• 自然環境や水質に関する各種データベース 
• その他（地域づくりやイベント情報） 

インターネットによる画像情報の提供 

  年度           調査項目 

平成24年度 底生動物・動植物プランクトン調査 

平成25年度 河川環境基図作成 
（植生図作成、群落組成調査、植生断面調査、水域調査、構造物調査） 

平成26年度 鳥類調査、河川空間利用実態調査 

平成27年度 両生類・爬虫類・哺乳類調査 

水質のリアルタイムデータの提供 



整備箇所の利用状況 

内丸大縁日 
（H26.8.31） 

チャグチャグ馬ッコ 
（H25.6.16） 

うちまるだいえんにち 
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オープンハウス 
(H26.8.31) 

 

盛岡地区かわまち勉強会 

管理用通路 管理用階段 

管理用坂路 高水護岸 

◆河川環境の整備と保全に関する整備（３） 

• 北上川の有する多様なレクリエーション空間としての機能を拡大し、河川周辺地域と一体的な活用を図るため、変化に富んだ景観、多様
な自然と歴史等に親しむ水辺のネットワーク整備を地域住民や地方公共団体等と連携しながら進めています。 

• 盛岡地区においては、「盛岡地区かわまち勉強会」や「盛岡地区かわまちづくり懇談会」において、地域の方々と一緒に護岸のデザイン、利活用の
方向性等を決定し、「盛岡地区かわまちづくり」を行っています。 

人と川と豊かなふれあいの場の確保 (水辺のネットワーク整備） 

中津川納涼桟敷 
なかつがわのうりょうさじき 

（H27.7.24～26・7.31～8.3） 

護岸のデザイン、利活用の方向性等を決定 
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◆ダムの維持管理（1） 

• 洪水時や渇水時にダムの機能を最大限に発揮させるとともに、長期にわたって適切に運用するため、ダム及び貯水池、ダム周辺などに対し、日常
的な点検整備、計画的な維持修繕を実施しています。 

• 観測、警報、機械・機器、電気通信設備等は常に正常に作動させるため、点検を実施しています。 

ダム施設の維持管理 

• 維持管理 
堤体、貯水池、周辺地山・管理施設等の維持修繕 

 
• 調査 
ダム周辺・下流の巡視・点検 
ダム堆積土砂の把握、出水時の状況把握 
水文観測調査（水位・流量・積雪・水質観測等） 
河川水辺の国勢調査 

 
• 巡視・点検 
堤体・貯水池・貯水池周辺・下流河川等の巡視・点検 
放流設備・取水設備・繋船設備・その他機械設備等の点検 
電気・通信施設・情報処理施設・観測施設等の稼働状況の監視、巡
視・点検 

 
• 自家用電気工作物の特別高圧設備の稼働状況の確認、巡視・点検 
管理用発電設備（特別高圧）、受変電設備 

 
• 提体埋設機器等の観測 
漏水量・揚圧力・浸透流量及び圧力の観測 

湖面巡視 

放流設備点検 

貯水池の水質調査 

ダム堤体巡視 

流木処理 貯水池の法面補修 



◆ダムの維持管理（2） 

• ダム機能の長期的な保全を行うため、ダムや貯水池における堆砂状況等の継続的な調査・監視・評価を行っています。 
• 土砂等が堆積し、治水機能が低下が懸念される施設については、ダム機能を維持するための対策を実施しています。 

流入・堆積土砂対策 

○四十四田ダムにおける堆砂対策 

• 四十四田ダムは完成から45年で計画堆砂量の90.2％まで堆砂が進行したため、治水機能の低下が懸 
 念されています。 
• ダムの機能回復のために、地山掘削の検討を行うとともに、貯砂床止め整備等による堆砂の進行抑 
 制等の対策を行っています。 

四十四田ダムの堆砂状況（観測年 H25） 
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測点

最深河床高（ｍ） S42年：ダム建設前

最深河床高（ｍ） H25年

洪水貯留準備水位EL159m

平常時最高貯水位EL170m

洪水時最高水位EL171m

治水容量3,390万m3

堆砂容量1,160万m3

最低水位EL158m

治水容量内堆砂量121万m3

利水容量内堆砂量55万m3

堆砂容量内堆砂量871万m3

利水容量160万m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堆砂容量内堆砂量871万m3

堆砂率：（871万m3＋55万m3＋121万m3）／1,160万m3 ＝90.2% 
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四十四田ダム 貯砂床止め施工状況 （H27.8） 

四十四田ダム 貯砂床止め完成予想図 （洪水期） 

［H23～施工中］ 

○事業工程（予定） 

平成23年度 工事用道路着手 

平成24年度 床止め本体着手 

平成25年度 床止め工事推進 

平成27年度 床止め工事概成（予定） 

○貯砂床止め諸元 

・本体構造：コンクリートブロック積み形式 

・高さ：２ｍ程度 

［撮影年月日H23.9.25］ 

測点No.1 

測点No.30 
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◆危機管理体制の整備・強化（1） 

• 災害発生時においても被害が最小となるように、国・自治体等、関係機関における相互の情報共有や支援体制の構築を図っています。 
• 災害発生時において、河川管理施設の適正な操作と、異常等の早期発見ができるようにするため、日ごろから巡視を行っています。 

災害時の対応 

○洪水に対する対応 

• 情報伝達訓練の実施 
洪水被害の未然防止及び軽減のため、確実な情報伝達が出来るよう関係機
関と連携し、情報伝達訓練を実施するとともに、防災担当者の危機管理能
力の向上を目的とした洪水危機管理演習等を実施しています。 

 
• 洪水発生時の対応 
 大規模な内水氾濫が発生した場合には、東北地方整備局管内に配備され
た排水ポンプ車等を機動的に活用し、迅速かつ円滑に内水被害を軽減する
よう努めています。 

出水時における情報伝達訓練の実施 排水ポンプ車の操作訓練 

○地震・津波に対する対応 

• 情報収集及び伝達 
 地震や津波等に対しては、気象庁や県･市町村と連携し、情報の収集及び
伝達を適切に実施しています。 

 
• 地震発生時の対応 
 地震災害緊急調査マニュアル（案）に基づいてダムや河川管理施設の調
査を実施し、施設の被災状況を迅速に把握することで、二次災害の防止を
図っています。 
 
• 津波発生時の対応 
 津波対策として、樋門・樋管の遠隔操作化やフラップゲート設置等を
行っています。また、津波注意報・警報発令時には河口周辺施設ゲートの
閉鎖等をし、被害の軽減に努めています。 

地震による堤防クラックの発生状況 
（S53宮城県沖地震） 

被災したダム堤体の調査 
（H20岩手・宮城内陸地震） 

インターネットを活用した河川・ダム情報の提供 

 



新たなステージに対応した防災・減災のあり方 
15 ◆危機管理体制の整備・強化（2） 
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H27.1.20国土交通省記者発表資料 
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◆危機管理体制の整備・強化（3） 

• H27水防法の改正により、多発する浸水被害への対応を図るため、ハード・ソフト両面及び官民連携による浸水対策を推進します。 
• ⼤規模⽔害に備えた、タイムライン（防災行動計画）の策定により、住民・企業・自治体・政府の役割を明確にし、時間経過に応じた行

動計画を策定します。 

水防法の一部改正及びタイムライン 

タイムラインとは、災害対応に従事する機関において、時間軸に従って国、自
治体、住民等が想定される被害に対して「誰が」「いつまでに」「何をするか」
を明確にし、時間経過に応じた行動計画を策定したもの。 

H26年度末までに策定した市町村：石巻市・大崎市・登米市・美里町・涌谷町 

盛岡市・花巻市・北上市・一関市・奥州市・紫波町・矢巾町・金ケ崎町・平泉町 

H27改正の概要 タイムライン（防災行動計画） 

※多発する浸水被害への対応を図るため、ハード・ソフト両面からの対策を推進する。 

 

 
 
 

下水道の維持修繕基準を創設するとともに、事業計画の記載事項として点検の方法・頻度を追加     
 

    
地方公共団体の要請に基づき、日本下水道事業団が、高度な技術力を要する管渠の更新等や管渠の 

維持管理をできるよう措置、併せて代行制度を導入                                  
下水道管理の広域化・共同化を促進するための協議会制度を創設（構成員は協議結果を尊重）         

     
             

３．持続的な機能確保のための下水道管理 

 

下水道の暗渠内に民間事業者による熱交換機の設置を可能とする規制緩和を実施             

４．再生可能エネルギーの活用促進 

タイムライン（防災行動計画）(案)の策定例 
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◆危機管理体制の整備・強化（４） 

• 洪水時の被害を軽減するために、住民の防災に対する意識の高揚を図っています。 
• 関連機関と連携して水防活動の支援強化を図り、洪水等に備えています。 

防災活動・水防活動への支援 

○水防活動への支援強化 

• 関連機関との連携 
 出水期前に重要水防箇所の合同巡視や情報伝達訓練、水防訓練等を実施
しています。 
 大規模な水災害による被害を最小化するため、流域内の市町村と連携
し、災害が発生することを前提とした防災行動計画（タイムライン）を策
定しました。 

 
• 迅速な災害復旧体制の構築 
 大規模な災害に迅速かつ効果的な対応を行うため、専門的知識を持って
いる防災エキスパート等との協力体制を強化しています。 
 災害時協力団体と災害時の応急復旧対策に関する協定を結ぶことによっ
て、迅速な災害対応の体制づくりを行っています。 

○防災活動への支援強化 

• ハザードマップの作成 
 地域住民における防災意識の向上を図るほか、市町村がハザードマップ
を更新する際の技術的支援を行っています。 

 
• 洪水発生時の円滑な避難 
 洪水時の円滑かつ迅速な避難を可能とするため、過去の洪水痕跡水位や
想定浸水深、避難所等各種情報を洪水関連標識として表示する「まるごと
まちごとハザードマップ」を推進しています。 

ハザードマップポータルサイトによる情報提供 

簡単な操作で
閲覧可能 

過去の洪水痕跡水位表示 

関係機関による 

東北水防技術競技大会(H27.5) 

防災エキスパートの協力体制 

地方整備局や
地方自治体等

防災エキスパート
防災エキスパート

事務局

連絡体制

支援

要請

要請・登録

地方整備局や
地方自治体等

防災エキスパート
防災エキスパート

事務局

連絡体制

支援

要請

要請・登録

重要水防箇所合同巡視 
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河道掘削土を有効利用 

流下能力向上のため、 
赤生津地区を河道掘削 

赤生津地区 

第2遊水地 

第1遊水地 

第3遊水地 

◆コスト縮減の取り組み（1） 

• 事業を進めるにあたっては、コスト縮減に向けた取り組みを実施しています。 

コスト縮減の方策 

○コスト縮減にむけての実施項目 

• 河道掘削で発生する土砂の有効利用 
 河道掘削により発生した土砂は、堤防整備や堤防強化などに利用し、コスト縮減に努めます。（そのまま流用することが困難な場合は、築堤材料とし
て使えるように土質改良を行います。また、県・市町村が実施する他の事業への活用も図っています。） 

赤生津地区の河道掘削箇所 

河道掘削状況 

北上川 

一関遊水地の小堤の築堤材として利用 

北上川 

北上川 

小堤の整備状況 

掘削範囲 
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◆コスト縮減の取り組み（2） 

• 北上川下流管内では、復興工事による資材需要の急増により、自工区内利用が多く、良品質な発生土は入手出来ない状況だったため、周
辺工事で築堤材に利用出来る発生土がありませんでした。 

• 江合川下流地区の掘削土は、含水比が高く、築堤材として適していない粒度分布となっているため、石灰混合及び購入土との撹拌混合を
行う事で、発生土の有効利用を図ります。 

土砂の有効利用（江合川下流河道掘削業務） 

〔掘削土量と供給量計画〕 

江合川下流掘削 

植立山ヤード 

鹿又ヤード 

運搬距離 
L=16.0km 

運搬距離 
L=16.0km 

旧北上川河口部復旧・復興事業 

日根牛築堤 

運搬距離 
L=14.0km 

旧北上川 

江合川 

北上川 

掘削土量34万m3は、全て有効利用を図ります！ 

H27 H28 H29 H30以降 計

掘削土量 40,000m3 80,000m3 100,000m3 120,000m3 ΣV=340,000m3

受入土量 40,000m3 80,000m3 100,000m3 148,000m3 ΣV=368,000m3

　・日根牛築堤 13,000m3 14,700m3 95,800m3 ΣV=123,500m3

　・旧北上川河口部 40,000m3 67,000m3 85,300m3 52,200m3 ΣV=244,500m3



北上川

富士沼

堤防整備延長 ： 約 17.9km

着手区間

完成区間

未着手区間

釜谷水門

長面浦橋浦

釜谷

追波湾

  ●事業の進捗状況（Ｈ２６年度末） 

●北上川右岸（石巻市針岡地区）付近の整備状況 

（H26年度末） 
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◆東日本大震災後の取り組み（1） 
北上川河口部の堤防整備状況 
 北上川については、洪水に加えて高潮及び津波からの被害の防止又は軽減を図ることを目標としています。河口に位置する追波湾の海岸堤
防高と整合を図り、施設計画上の津波（明治三陸地震）に対して必要な高さＴＰ８．４ｍとします。 
 整備対象区間約１７．９ｋｍのうち、平成２６年度末時点で約９３％の区間で工事に着手、左岸上流部と右岸中流の築堤の一部整備が完了して
おり、全区間の早期完成を目指しています。 

2013年01月撮影 

平成24年08月撮影 

 ◆築堤護岸工事（延長ベース） 

H25年度末 

H24年度末 

H23年度末 

H26年度末 

着手90% 

着手90% 

着手93%   完成31% 

完成18% 

未着手 

平成24年10月撮影 

平成25年01月撮影 

着手区間 

完成区間 

未着手区間 



TP+4.1m～

石巻市役所

石巻駅

開北橋

曽波神大橋

真野川水門
石井閘門

真野川

北北上運河

海岸堤防
（県施工）

海岸堤防
（県施工）

堤防整備区間
(右岸延長) L = 9.3km

堤防整備区間
(左岸延長) L = 8.6km

TP
+7

.2
m

日和大橋

旧北上川

内海橋

石巻大橋
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  ●事業の進捗状況（Ｈ２６年度末） 

●旧北上川左岸（石巻市湊地区）の整備状況 

旧北上川 

2013年09月撮影 

2013年11月撮影 

2015年01月撮影 

◆東日本大震災後の取り組み（2） 

旧北上川については、河口に位置する石巻海岸の海岸堤防高と整合を図り、高潮に
対して必要な高さＴＰ７．２ｍとします。 
 整備対象区間約１９．１ｋｍのうち、平成２６年度末時点で約６３％の区間で護岸工
事に着手、導流堤・築堤工事には約１４％に着手しており、全区間の早期完成を目指
しています。 

旧北上川河口部の堤防整備状況 

 （Ｈ２６年度末） 

平成25年3月撮影 

平成25年12月撮影 

平成26年1月撮影 

平成26年10月撮影 

◆護岸工事（延長ベース） 

H25年度末 

H24年度末 

完成39% 着手73% 

着手69% 

H23年度末 着手5% 

H26年度末 完成59% 
着手63% 

（設計延長の見直し） 

◆導流堤・築堤工事（延長ベース） 

H25年度末 

H24年度末 

完成6% 

着手17% 

H23年度末 未着手  

着手17% 

H26年度末 
完成6% 

着手14% （設計延長の見直し） 

着手区間 

完成区間 

未着手区間 
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◆東日本大震災後の取り組み（3） 

 古くから川湊（かわみなと）として、旧北上川を中心に栄えてきた石巻市は、東日本大震災で壊滅的な被害を受けました。石巻市街地を津波・高潮・洪
水の被害から守るため、平成24年に旧北上川の堤防計画を策定しました。 

 国土交通省北上川下流河川事務所では、旧北上川の堤防整備と合わせて、市民の方々の集いの場、憩いの場となる水辺空間の整備を図ることを
目的とし、地元の方々の意見を大切に事業を進めています。 

旧北上川かわまちづくり 

整備イメージ 

← 旧北上川 石ノ森萬画館 

中瀬地区 

旧北上川を遡った津波（３月１１日１７時撮影、写真提供：石巻市） 

← 旧北上川 

整備イメージ 

石巻市街地を津波・高潮・洪水から守るほか、市民の方々の集いの場、憩い
の場となる水辺空間の整備を図ることを目的とした整備を進めています。 

＜ポイント①＞ 

旧北上川の歴史、文化、社会的特性などを踏まえた検討をしています。 

“かわど”と呼ばれる親水施設 

現在も残る石積み護岸 

未来を担う子供たちも参加 

沿川の地元の方から意見を頂く 

＜ポイント②＞ 

地元の方々の意見を大切に“丁寧な地域対応”を心掛けています。 

地元の方々のニーズを把
握するため、様々な意見
を伺っております。 

＜ポイント③＞ 

ＶＲ（バーチャルリアリティ）を活用して、誰にでもわかりやすい整備イメージ
を今後推進します。 

ＶＲ（バーチャルリアリティ）を用いることにより、より現実的な
整備イメージを実現することが有効と考えられます。 

＜ポイント④＞ 

地元で多彩な活動をしている方々を中心とした“ミズベリング石巻”を   
立ち上げて、新たな水辺空間の利活用を実践しています。 

新たな水辺空間利用の可能性を把握するため、社会実験として、カフェブースや物販ブースを出店した
“みずべマルシェin北上川”を開催して、今後の利活用における課題点などの抽出を行いました。 



津波により砂州が消失 

砂州が発達 
-0.8k～0.3k 

砂州が発達 
-0.2k～0.0k 

平成26年7月12日撮影 平成24年4月9日撮影 平成25年2月1日撮影 

平成18年撮影 平成23年3月19日撮影 

震災前 震災直後 

震災より約３年４ヵ月経過 震災より約1年経過 震災より約２年経過 

砂州が上流側へ拡大 
-0.2k～0.1k 

－0.2k 

－0.2k －0.2k 
－0.2k 

－0.2k 
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0.1k 

0.1k 

0.1k 0.1k 

0.1k 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

◆東日本大震災後の河口部環境変化（1） 

 東日本大震災前の北上川河口部は砂州が発達し、比較的大きい出水時
には部分的にフラッシュされるものの概ね数ヶ月程度で回復するなど、
一定のバランスを保っていました。 
 東日本大震災に伴う地盤沈下及び津波による洗掘により砂州が消失し
ましたが、その後は右岸 (-0.8k～0.3k)は一時砂州が発達したものの現
在は減少傾向にあり、左岸(-0.2k～0.0k)の砂州は上流側（0.1k）へ拡大
傾向にあります。 

震災前後の河口砂州の変化状況（１） 

現在(H26.7)90m発達

-0.2kから上流側へ拡大

北上川横断図（0.1k）

8ヶ月間で急速に発達

震災前

現在(H26.7)

北上川横断図（-0.2k）
120m発達

1年以上固定化

-0.2k

0.1k

砂州が消失

震災より約４年７ヵ月経過 

平成26年10月撮影 



テラス地形 

テラス地形の消失 

震災前 震災より約1年経過 震災より約2年経過 

●震災後の河口部・沿岸海域地形変化（震災後からの差分） 

H24→H26 

●震災前後の河口部・沿岸海域地形変化（等深線図） 

堆積 
 

侵食 
 

砂州 
回復傾向 

堆積傾向 

侵食傾向 

長塩谷海岸 

-0.2k 

-0.8k 

侵食傾向 

平成24年6月から平成25年6月の変化 

0.1k 

平成25年6月から平成26年8月の変化 平成24年6月から平成26年8月の変化 

堆積 
 

侵食 
 

砂州 
回復傾向 

堆積傾向 
（陸地化） 

侵食傾向 

-0.2k 

-0.8k 

侵食傾向 

0.1k 

堆積 
 

侵食 
 砂州 

回復傾向 

堆積傾向 

侵食傾向 

-0.2k 

-0.8k 

侵食傾向 

0.1k 

長塩谷海岸 長塩谷海岸 

砂州 砂州の消失 

テラス地形の消失 

砂州の消失 

平成17年 平成24年6月 平成25年6月 
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平成26年8月 

震災より約3年半経過 

砂州 
回復傾向 

◆東日本大震災後の河口部環境変化（2） 

 震災前は河口砂州の前面にテラス地形が形成されており、この地形条件によって外洋からの波浪の河道内進入が一定程度軽減されていまし
た。震災による広域地盤沈下や津波により、砂州とともに砂州前面のテラス地形が消失しましたが、震災後３年半が経過し、砂州は徐々に回
復傾向を示しています。引き続き、垂直写真や斜め写真の撮影、地形測量を実施していきます。 

震災前後の河口砂州の変化状況（２） 



消失 

 震災前（H20年9月） 

 震災から約1年半経過（H24年10月） 

 震災から約2年半経過(H25年10月) 

 震災から約3年半経過(H26年9月) 

消失 
消失 

  

○震災前後のヨシ原の変化 

H25.9.6撮影 
2m 

H24.9.14撮影 
2m 

（縁部で地下茎が延伸し、生育範囲が回復） 

2m H26.6.2撮影 

縁部の延伸 

○縁部の回復状況（左岸6.5k） 

○震災前後のヨシ原面積変化 

平成26年 

震災前 震災後 

平成25年 平成24年 平成23年 平成20年 

9月 
10月 10月 7月 9月 

9月 

３年間で１４ｈａ回復
（１６％回復） 

(ha) 
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３年間の面積変化 
 H23年9月   87ha 
      ↓ 
 H26年9月 101ha(16%増） 

○植生断面の状況（左岸7.0k） 

○周辺の植生状況（左岸7.0k付近） 

増加 

◆東日本大震災後の河口部環境変化（3） 

 東日本大震災後、広域地盤沈下による冠水頻度の変化、津波堆積物などによる生育環境の変化により、北上川河口部のヨシ原が約半分の面積ま
で減少しましたが、平成23年9月から平成26年9月までの約3年の間に、生育面積は14ha（平成23年面積対し約16％程度）回復しています。 

ヨシ原の自然回復状況 



下流区間 

中流区間 

上流区間 

調査位置図 

飯野川水質観測所 
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北上大堰 

震災前 震災前 

震災前 

震災後 震災後 

震災後 

減少 

減少 減少 

個体サイズ 

１年間を通して取得した塩分の毎時データ数の比率 

◆東日本大震災後の河口部環境変化（4） 

 北上川河口部の汽水域に生息するシジミの個体数は、下流・中流区間で震災前に比べ大きく減少しました。上流区間では平成23年には一定の生息
状況を確認しましたが、その後は大きく減少しました。震災後より、依然として、塩分は海水の塩分と同等の30psuを超える日があり、シジミにとっては厳
しい生息環境となっていると想定されます。 

汽水環境の変化状況 

・調査用小型貝桁網に5mmメッシュの
網を張り、小型個体を採取。 
・採取時には50m間隔でブイを設置
し、等速で貝桁網を50m曳航。 

 

同じジョレンを用いて
サンプリング

 

●サンプリング調査結果 ●飯野川水質観測所（15k地点）の塩分経年変化 

・低層塩分の観測値。毎時データの比率を示す。 
・海水の塩分は30～35psu程度。 

63.0%
52.7% 55.2%

67.6% 72.5%

19.0% 23.5%

44.0%
51.9%

5.4%

3.1%

22.6%
13.5% 5.2%

0.8%
0.9%

0.7%

2.4%

30.9%
42.7%

22.2% 18.9% 21.6%

32.6%
35.5%

36.2%
30.2%

0.7% 1.5% 0.0% 0.0% 0.6%

47.6%
40.1%

19.1% 15.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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